
開発許可等の基準に関する条例第２条

（住宅系）

（１）開発区域が９５０㎡未満 （２）開発区域が９５０㎡以上
かつ、道路延長が３５ｍ以下の場合 1,000㎡未満の場合

（３）開発区域が1,000㎡未満 （４）開発区域が1,000㎡以上
道路延長が３５mを超える場合 6,000㎡未満
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